
公営企業の経営のあり方に関する研究会 報告書（概要）

○ 人口減少等に伴う料金収入の減少、施設等の老朽化に伴う更新需要の増大、大量退職等に伴う職員数の減少、制度改革に伴う影響など、公営企業を取り巻く

経営環境は厳しさを増しつつある。特に中小の公営企業では、現在の経営形態を前提とした取組だけでは、将来的な住民サービスの確保が困難となる懸念。

○ 各公営企業は、公営企業会計の適用、経営比較分析表の活用、中長期的な投資必要額と財源の具体的な推計等により、事業の現在の課題、将来の見通し・リ

スクを「見える化」して把握、分析、公表した上で、当該事業の必要性と担い手のあり方について、「抜本的な改革」の検討を行うことが必要。

○ 「抜本的な改革」の検討において、各公営企業は、①事業そのものの必要性・公営で行う必要性、②事業としての持続可能性、③経営形態（事業規模・範囲・担い

手）の３つの観点から整理を行い、事業廃止、民営化・民間譲渡、広域化等（※１）及び民間活用という４つの方向性を基本として、改革の検討が必要。

２．水道・下水道事業 ３．交通（バス）・電気・観光施設（休養宿泊施設）・駐車場整備事業

○ 人口減少等に伴う料金収入の減少や更新需要の増大等を踏まえ、広域化

等及び更なる民間活用を検討。

○ 事業分野全体の中で民間事業者の構成割合が大きい４事業を深掘りし、事

業廃止及び民営化・民間譲渡を含む抜本的な改革を検討。バス事業について

は、民営化・民間譲渡や事業廃止（及びコミュニティバス等の導入）を検討。

○ 総務省は、４事業について民間事業者の視点も念頭においた経営指標を新

たに設定した「経営比較分析表」を作成・公表すべき（※２）。

４．２及び３以外の事業
○ 工業用水道、交通（地下鉄、路面電車、船舶）、ガス、港湾整備、市場、と畜

場、宅地造成の各事業は、事業ごとの特性に応じ、抜本的な改革を検討。

・ 地域の実情に応じて、事業統合、施設の共同設置、管理の一体化など適
切な広域化等の形を選択することが望ましいが、最大の改革の効果が期待
できる事業統合を視野に入れて広域化等を検討すべき。

・ 多様な形態の中から「できることから」広域化等を進めるアプローチも重要。
・ 都道府県は、特に、更新需要、給水原価等に関して、市町村間で比較・共
有可能なシミュレーション分析が行われるよう、主導的な役割を果たすべき。

・ 汚水処理施設の統廃合、汚泥処理の共同化、維持管理・事務の共同化、
最適化の４類型を基本として広域化等を検討すべき。

・ 市町村内において施設の統廃合を進めるのみならず、市町村域を越えた
広域化等（流域下水道との連携を含む）についても検討を行うことが重要。

・ 都道府県構想の見直し等を通じ、都道府県は主導的な役割を果たすべき。

水道事業における広域化等の留意点

下水道事業における広域化等の留意点

１．「抜本的な改革」の必要性と検討プロセス

・ 民間活用は、コストダウンだけでなく、民間の有する技術やノウハウを積極
的に活用する点にも意義があることに留意すべき。

・ 指定管理者制度や、包括的民間委託、コンセッションを含むPPP/PFI方式
等の活用を積極的に検討すべき。

・ 広域化等とあわせた民間活用について検討すべき。
・ 都道府県は、民間活用の推進に当たって積極的に関与する役割が期待。

水道・下水道事業における民間活用の留意点

（※１） 広域化等とは、事業統合をはじめ、施設の共同化、管理の共同化などの広域的な連携、下水道事業に
おける最適な汚水処理施設を選択し整備する最適化を含む概念である。

（※２） 平成28年2月より水道・下水道事業の「経営比較分析表」の作成・公表が開始され、順次、作成・公表
対象事業が拡大される予定。

経営指標案（抜粋）（各事業10～14の経営指標を設定）

・営業収支比率
・利用者１回当たり運行経費
・走行キロ当たりの運送原価
・乗車効率 など

・営業収支比率
・設備利用率
・修繕費比率
・ＦＩＴ収入割合 など

・ＥＢＩＴＤＡ（減価償却前営業利益）
・施設の資産価値
・設備投資見込額（10年間）
・定員稼働率（１日当たり利用率） など

・ＥＢＩＴＤＡ（減価償却前営業利益）
・敷地の地価
・設備投資見込額（10年間）
・稼動率（１日当たり利用率） など

◇バス事業

◇観光施設事業（休養宿泊施設） ◇駐車場整備事業

◇電気事業

◇共通事項 ・経常収支比率 ・有形固定資産減価償却率 など
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